
 

 

本件意見募集要項（別紙３）２．（１）は、「共通プラットフォーム」について検証

することとしています。このため、この検証おいて「共通プラットフォーム」がある

程度構築されるものと思われます。 

したがって、この構築された「共通プラットフォーム」それ自体を同（２）の実証

実験成果の活用方法としてそのまま活用するべきだと思います。 

ここで私がいう「活用」とは、必ずしも公表を伴わない「共通プラットフォーム」

の物理的な活用を想定しているのですが、セキュリティ等に支障が生じない限度で「共

通プラットフォーム」それ自体を公表してもよいのではないかと思います。 

 

以上 

公的 提出意見１ 

別紙３ 



 

 

実は今も新しい仕事を求めて、場合によれば、Card事業をしようと考えている

者です。 

私の事業内容は、私のホームページの中の一つに有ります。 

それはホームページのアドレスの http://www.geocities.jp/cat113cat/ 

の中の「新しい事業のアイデア」にあります。 

私は、役所にいた時（２０１０年９月）に中にカードがたくさん入っていた財

布をなくしました。お金よりかはカードが使われたことを心配したのです。 

カードの中でもクレジットカードを含めて銀行カードも含まれるので、おかげ

で非常に手間がかかりました。何をどこに手続したのかわからない状態でした。 

困って銀行に行き手続をしようとしましたが、ある部分はわかりましたが細か

い部分はわかりませんでした。 

とにかく、とても手間のかかることが分かったのです。 

それから、私はこれをどうしたらよいのかを考えました。 

比較的早く、カード会社や銀行のカードを含めて、一枚のカードで何とかなら

ないかと考えたのです。 

どんなＩＣカード（無線等の機器）にもムーアの法則が成り立つので、概ね３

年に４倍程度の集積度の上昇がみられるので、今は無理でも数年もしたら確実

にＩＣカードはできると思っていたのです。 

あなた方は、当時の技術でそれが可能かどうか考えるが、私は３～４年先の技

術で物事を考えるのです。ここが私とあなたとの差です。 

当時私は、あなた方（私は役所の人間でした。）の攻撃にさらされていたので、

もうやめてもよいと思うようになっていったのです。 

ひどい攻撃でした。そちら側はそんなことに気づかずに、攻撃をしていたのだ

と思うのです。 

私は、英語はできない（２次試験の単語が７つ分かっただけでした。）が、何の

勉強をしなくても国家公務員採用試験Ⅰ種試験に合格する人間です。ここらが

あなた方とは異なるのです。 

こうした事実を知らないであなた方は、私を攻撃していたのです。 

私もいい加減でした。楽をしてお金を稼げたら幸せと思っていたのです。その

点に本当に地方局は楽でしたね。 

ところが、１９９１年６月２４日に「過疎地における移動通信の新システムと

振興策について」という論文を書いてから、私の評価が変わったのです。これ

からの時代は携帯電話の時代になることを書いたものです。 

あなた方は無視したかったのでしょう。でも理論的に正しいので無視できずに、
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佳作にして四国郵政局が印刷してそのまま四国管内だけに回したのです。 

あれを全国に回していたらどうなっていたかです。必要ならばお渡ししますが、

同じホームページのアドレスの中の古い論文の中にあります。私はずっと論文

を書き溜めていた人間なのです。 

あなた方が誤魔化したかったのは、官僚は頭が良いので、天下りし放題という

やり方です。 

確かに固まった状態ならばそれも良いが、官僚は頭が古いので携帯電話のよう

な状況にはついていけません。その結果起こったのが、古いガラクタ無線（携

帯電話以外のもの）に誇示をして、その団体に天下りすることでしたよね。 

今は、１億４０００万台ほど普及しているが、他の無線局は何局ありますかね。

ここらが分かってないので、日本は衰えたのです。 

それは翌年の都市部における新移動体システムと電波における地域振興の考え

方も同じでした。 

その後体調を崩しましたが、１９９４年に電気通信普及財団の奨励賞を受けた

「高度情報社会に対応する日本の行政の在り方について」を読んでいただけれ

ば、非常によくわかります。 

そのあとに何度も書いたが、全部落としました。その落としたことが、今の日

本を象徴する話になっていると思うのです。 

私は東大の先生なんか恐れません。その時に入選したのは東大の元教授等です。

文句があったら言ってきてください。文句を云えば言えばいうほど日本は衰え

るだけです。 

私は、一日一件のペースで新しい研究開発を書いていける人間です。嘘だと思

ったら総合通信基盤局の電波政策課に聞いて欲しいです。それまでは若干の調

べること（それまでに研究開発した内容）を調べて、できる限りダブらないよ

うにしたのです。 

私はすべて実力で書いたのです。文句があったら、「入選をしてきな！」と言い

たいのです。それをしなかったからこそ現在の日本が置かれた立場があるので

す。 

それはともかくとして、これから申し上げることは、今いろいろなカード事業

を行っているようだが、カードは無くした時にどうするかです。 

特にクレジットカードは簡単な暗唱番号（通常四桁）がついているだけです。 

そうした状況を根本的に改善するとともに、１枚のカードでなんでもできない

かという発想をしているのです。 

１枚のカードで簡単に再発給が受けられるようにするとか、新しい機能を付け

加えられるようにするとか、そうした機能を簡単に行えるようにすることを考

えていたのです。 



日本では、母子手帳とか、あるいは電子カルテ（セカンドオピニオンも含む）、

パスポート等の機能も含めて、世界的にできないかを考えていたのです。 

母子手帳は電子化ができれば、なかなかのもので世界中に普及させることが可

能になると思うのです。 

母子手帳の電子化は「電子母子手帳健康標準化委員会」においてインテルと日

本マイクロソフトとが手を組みました。 

特に日本マイクロソフト社はタブレット端末やクラウドサービスの「ウィンド

ズ・アジュール」の提供を行い、ソフト会社のミトラ（高松市）にある会社の

「Ｍａｍａノート」と一緒に入るとともに、タニタとかドコモとか、ＫＤＤＩ

等も入るようです。 

別に標準化されれば大きな社会の変化になると思うのです。 

私は今の Surfaceの比較的安い機種を無料で渡したら、必要な情報が入ってく

るようにしら、大きく変わると思うのです。 

今のタブレット端末は値段が高いが、これを安くして（２～３年前の機種を渡

す）、それを見ればわかるようにしておけば、メールが入ってきて必要な情報（予

防接種とか定期検診等、その方にも必要ならば通信販売等も入れます。）を、そ

れを１枚のカードで見ることのできるカード端末で見られたらとても便利がよ

いと思うのです。 

もっともお祝いとして高い機種を渡す手あります。 

その端末は全世界の端末と結ばれていたら、とても便利がよいと思うのです。 

これならば世界の端末と電子カルテ等で結ばれているという概念が必要なので

す。 

こうしたことも頭に入れて、これから説明する１枚のカード端末が何を意味す

るかです。 

まず、私が１枚のカードに何を入れたいかを書いておきます。 

ＩＣカードはスマホの画面のように、銀行のカード、クレジットカード、診察

券、そのほかにお店のカードとか全部並びます。 

国の関するものは、年金保険、雇用保険、国が発行する各種の資格証（例えば、

無線従事者の免許証）等、地方自治体は国民健康保険、後期高齢者医療保険、

介護保険、児童手当、児童扶養手当、生活保護、住民基本台帳、パスポート、

自動車の運転免許証、印鑑登録、戸籍、国や自治体以外では、協会けんぽ、組

合保険、共済組合、民間サービスでは、医療機関のカルテ、民間医療保険、生

命損害保険、金融サービス、クレジットカード、電気・ガス・水道等が有りま

す。 

それ以外にも、お店のポイントカード等なんでも入るのです。 

これらの機械はその場（それがある場所）で、いくらでも新しい機能を加えら



れます。 

そこで問題になるのが、ＩＤとパスワードです。 

ＩＤは全部がバラバラに振られているので、これを例えば何かに関連付けてＩ

Ｄ（例えば、年金番号でも何でもよい）を振るとともに、問題はパスワードを

つけて、本人が承諾しない限り見られないようにすることです。 

したがって、他人からは通常は見られないが、裁判所が命令した時は第三者機

関を通じて必要な項目は見せるようにしたらどうかと思うのです。 

パスワードは生体認証を使うことで、少なくても２種類以上の生体認証を組み

合わせることで、絶対に他人になりすませができないようにするとともに、ひ

とつのパスワードが使えなくなっても二つ以上のパスワードを使うことで、絶

対に他人になりすませないことが可能になると思うのです。 

逆に本人が承諾すれば必要なところを見ることができるようになるのです。特

に病歴をみたら要望接種の日付やどんな治療がされているかよくわかります。 

普通は銀行でお金をおろす時や買い物をした時に一番なくす可能性が高いが、

なくなったらすぐに銀行等に行き、本人確認を行い（自動車の免許証等が完全

に１枚のカードに集約されていることを注意）それで、再発給されるシステム

にするのです。 

そのためにも２種類以上の本人確認が必要です。 

そうしたら発給されてら以前のカードは使えなくするのです。 

もしも、本人がいけない場合は、本人と関係あることを証明するとともに本人

確認のために、その人の再発給の時と同じ作業（例えば弁護士や司法書士）を

するということになります。 

人間はどうしても確実に以前と同じにはできないので、その再発給の手続きが

肝要なのです。 

このカードは本人がそれを持つ限り本人とみなされます。それを考えれば、そ

うしたことも含めて考える必要があると思うのです。 

特に子どもは、親が親権を持っているので、母子手帳のように親の権利を制限

できないからです。同様に親も年を老いたら子ども等にみてもらう必要がある

ので、そうしたことを書いておかないといけないのです。 

この場合の民間委託は、かならず民間が行い国は関与をしないことです。 

国が関与をすると国民は疑います。このことは中国での事業は難しいと思うの

です。 

後は細かなことはあるが、民間を主体にすることで、こうした会社を作り、そ

の代わりに利益のかなりの部分は国に譲ることもあるかもしれませんね。 

例えば、死んだときはカードを持っていれば、カードでのお金を下ろせなくな

り、相続が終わるまでは１円も下ろせなくなります。 



だから、予め遺言書を制作しておけば幸いということになります。 

これならばもめる可能性が減ります。 

この可能性は、インドや東南アジア諸国、アフリカ等の国々にも及ぶと思うの

です。前にも云いましたが、民主主義がうまくいかない国にはうまくいかない

と思うのです。 

中国でも完全に中国政府や地方政府と切り離して、運用すれば可能かもしれな

いが、中国政府は２０１３年１０月１１日付の読売新聞の８面によれば、中国

にはネット専用の監視員が２００万人もいるそうです。こんな国には出せない

と思うのです。それでも１２０万人不足するとの試算も出ているようです。 

この新しい話は、民主主義がある程度機能している国に出すことになると思う

のです。 

そうしないと人民の暮らしが奪われかねません。 

それとアメリカのＩＥＥＥをうまく利用することですね。 

アメリカ合衆国に本部を持つ電気・電子技術の学会です。今はここが大体のこ

とを決めているからです。日本にも支所あるようですね。 

それに元々、アメリカのクレジット会社等がとても強いのです。だから、ここ

でお墨付きをもらって、全国に普及させたら比較的楽に普及できると思うので

す。 

技術的にはほぼ完成に近い形になっているので、ここを使えばほぼ完成に近い

形のものを海外に輸出できると思うのです。 

非常に残念ですが、日本企業が発売をしても買うのは欧米諸国です。この悲し

い現実が分かりますか。日本人はものを作っても売れない国のです。 

それとこれは大量には売れません。だから、日本では、一人一枚として１枚２

０００円（最初の一枚は無料）として、全世界に普及させた方が賢いと思うの

です。 

今のカードは宅配便で送っているが、そうした必要はなくなりその場で発給さ

れます。 

そうしたら何もかもがその中で発給されるので、簡単に発給されます。 

再発給するときは、一人ひとりは何が入っているか（どんなカードが入ってい

るかは不明）はわかりません。とにかくクラウドコンピューターにつないで、

再発給するだけです。そして、古いカードを使えなくするのです。 

 

それから、この一枚のカードを使ったメール発給の作業も可能です。 

普通は自分の存在を明らかにしますが、このカードはそれも不可能ですが、カ

ードを使うことで名前を印字できるのです。 

現在は非常に多くのメールが自動的に発給されて本当に使いぬくい時代になり



ました。メールの中には悪質な迷惑ソフトが入っている例もありますが、それ

を防ぐ意味でもそうしたことをして置くととても多くの利益が得られます。 

まず、カードでメールを作ります。一枚のカードをメールに置いてメールを作

るとともに、その状態でＯＫをクリックして、それで必要な添付書類を作れば

可能になります。 

最後はこのメールに分かっている部分の暗号を入れて（現実にはメールを作成

した時に入れる）、それで送り開封する時にそのメールをクラウドコンピュータ

ーに問い合わせて、開封時のメールの暗号をもらいこれを開封するのです。 

こうすれば、とても大きな素数が使えます。 

１０の１００乗だろうが１０００乗だろうが可能です。これでなかなか暗号化

をするよりもこの方が確実です。 

私の古いコンピューターは、RegCleam Porやもう一つのウィルスがくっついて

います。それで使う気にならないのです。 

RegCieam Porは一度退治しても、まだ残っています。 

私は、エディオン松山本店で聞いたら、昨年の秋口くらいから出始めて、去年

の暮れごろまで猛威を振るいました。そのころまでに３回くらい３０００円ず

つ合計９０００円を取られた人もいたようです。ただし、それほどの不正を働

くわけでもないようなのです。スピードは遅くなりますが、それでもしつこく

残るらしいのです。 

消す方法は、一度完全に古いプログラムを完全に消す初期化が必要らしいので

す。 

厄介なことにマイクロソフトのお友達を語っています。 

面倒なので退治する気にならないのです。今は普通には動きます。でも気味が

悪いのです。 

金額が数千円なので、放っておいても命には別条ないが、気持ちが悪いです。

私はそれをダウンロードした記憶はないが、多分何らかの形で入ったのだと思

うのです。これにはウィルスバスター等は聞きません。本人が建前的にＯＫを

しているからです。 

こうした厄介なプログラムも、誰が何の目的で入れたのかを分かるようにした

ら最初から作らなくなると思うのです。 

とにかく、生体認証を組み合わせることで、いくらでも長い認証番号が可能に

なります。 

不必要なメールを抑えるためにも、不要なメールは可能な限り少なくして欲し

いのです。そうしないと正常なメールは使いぬくくて仕方ありません。 

 

以上 



 

 

（２）（４）実証実験成果の活用方法 

   実証実験成果の検証を行うため、今後想定されている、高齢化社会を考慮す

ると、高齢者等のデジタルデバイドのある方が、いかに、安全に使いやすく利

用できるか等を配慮した提案を意識させる必要があるのではないか。 

 

（２）（４）実証実験成果の活用方法 

 多様なデバイスからのアクセスを考慮にいれた提案を求めてもよいのではな

いか。 

 

以上 
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（2）実証実験成果の活用方法 

セキュリティ、運用、信頼性等の非機能要件については、実証ユースケースによ

り具備すべき機能が異なるため、標準仕様書策定に際して配慮する必要があるので

はないか。 

 

（3）実証実験成果の普及展開に係る要件に関して 

普及展開計画作成にあたっては、「誰が」、「いつまでに」、「何を実施するべきか」

といったロードマップを作成し、実行にあたって必要な体制についても確認する必

要があるのではないか。 

 

以上 
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以下のとおり意見を提出しますので，宜しくご査収ください． 

 

公的個人認証サービスの実証に向けた実験は社会的意義がある試みと存じます．現

在の実証案について次のようにご意見申し上げます． 

 

（１）実証実験における検証項目について： 

・安全性についての項目を加えてください． 

技術（暗号，耐タンパ化，等）と運用（法律等）のコンビネーションによって実効

性を高める必要があると考えます． 

 また，個人番号カードの盗用に対する耐性についても検証する必要があります．専

門家によるコンサルテーションを受けることのできる体制を整えることもご検討くだ

さい． 

 

・利便性についての項目を加えてください． 

 現在の公的個人認証サービスは ICカードリーダーを前提としており，スマートフォ

ンやタブレットでの利用が出来ません．パスワードがいくつも必要で複雑なため，現

状の仕組みでは一部の専門家しか利用が出来ない恐れがあります．デジタルデバイド

を広げないためにも，多くの利用者層を想定して，どこが問題であったのかの十分な

検討が必要と考えます． 

 

（２）実証実験成果の活用方法 

・実験に関する素データをオープンデータとして公開してください． 

 研究者や専門機関がこのデータを使った事後調査を行うことが期待できます． 

  

その他： 

・既存の個人認証サービスの基盤をできるだけ活用したシステム設計と，民間企業等

が新しい公的個人認証サービスに移行するインセンティブや動機づけを検討すること

が新しいシステムを普及させる上で重要であると考えます． 

 

・ユースケースがあることは大事ですが，いかにして現状の形態から望ましい形態へ

移行するかの道筋を検討することも大事であると考えます． 

 

以上 
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（１）実証実験における検証項目 

共通ＩＤ利活用ＳＷＧの検討において、公的個人認証サービスを利用して実現す

るユースケースとして３つのユースケースモデル（本人確認、資格確認、変更確認）

が検討されており、ユースケースモデルを利用する分野として、医療、金融決済、

ＣＡＴＶ等の分野における具体的な利用シーンが検討されています。この実証実験

では、利用シーンにおける各プレーヤー（サービス提供事業者、一般利用者）の観

点から評価・分析を行なうことが重要と考えます。サービス提供事業者の観点にお

いてはフィージビリティ評価、一般利用者の観点においてはユーザビリティ評価を

実施すべきです。 

以下に具体的に検証項目を示します。 

【検証項目】 

○民間事業者【フィージビリティ評価】 

・実現性・・・システム実装における実現可能性の検証 

・処理性能・・各機能を利用した場合の処理性能の検証 

・安全性・・・各機能の利用における安全性に関する検証 

・機能性・・・各機能を利用した場合の機能性に関する検証 

○一般利用者【ユーザビリティ評価】 

・容易性・・・利用者にとって利用する際の分かり易さに関する検証 

・操作性・・・利用者にとって利用する際の使い易さに関する検証 

・利便性・・・利用者にとって利用する際の便利さに関する検証 

 

（４）実証実験の請負者を決定する上での評価軸 

評価軸として、以下の３項目も必要であると考えます。 

1. 実証内容及び実施方針等 

・実証内容の網羅性（対象分野：医療、金融決済、ＣＡＴＶ、各分野における網

羅性について） 

・実証内容の汎用性（ユースケースモデル：各ユースケースとその組み合わせパ

ターン 

・利用者（評価者）の網羅性（利用者の年代、性別、ＩＴリテラシなど） 

 

以上 

公的 提出意見６ 



 

 

（１）実証実験における検証項目 

公的個人認証サービスを利用することにより、サービス利用者及びサービス提供

者に効果を示すことが重要になってくると考える。 

 

（４）実証事業の請負者を決定する上での評価軸 

実証実験後の「エ 本番環境への移行の実現性」については、本番へスムーズ

に移行できるよう、今回の請負者の体制の中に、本番運用にかかわる事業者が

参加しているかどうか、一つの評価軸として考えることもできるのではないか。 

 

以上 

公的 提出意見７ 



提出意見２ 添付資料
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